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株式会社チャリロトに対する債権の放棄及び特別利益の発生に関するお知らせ 

 

当社は､「株式会社チャリロトに対する債権の一部放棄及び特別利益の発生に関するお知らせ」（平成

21 年３月 16 日公表）及び「平成 21 年３月 16 日付プレスリリースに関するお知らせ」（平成 21 年５月 18

日公表）でお知らせした株式会社チャリロトに対する貸付金債権について、本日開催の取締役会において、

下記のとおり債権放棄の条件を変更する旨の決議を行いました。 

また、本日当社は、株式会社チャリロトが契約するリース債務の連帯保証人から、外れることになりま

した。これに伴い下記の特別利益が発生することをお知らせいたします。 

記 

 

１．債権放棄の条件変更内容及び変更理由 

平成21年３月16日及び平成21年５月18日付で公表いたしましたとおり、当社は、株式会社チャリロトに

対する貸付金債権（873百万円）について、一部（150百万円）を現金にて同社から受領した時点で同社へ

の残りの債権（723百万円）を放棄することを合意し、本日現在まで15百万円の返済を受けておりますが、

同社の資金調達が計画より遅延しており、当初合意した一部返済が滞っている状態であります。当社は、

同社の財政状態を考慮した結果、当初の返済額（150百万円）の期限内の回収が困難であると判断し、平成

21年11月上旬に10百万円の返済を受けた時点で、同社への残りの債権（848百万円）を放棄することに合意

したものであります。 

 

２．特別利益発生の理由 

当社は、株式会社チャリロトが契約するリース契約の連帯保証人として、債務保証しておりました。（平

成21年9月30日現在の債務保証額247百万円）当社は、平成21年2月27日付で同社への支配関係がなくなった

ことに伴い、連帯保証人の解除を同社へ要求しておりましたが、本日、同社より連帯保証人から当社が解

除された旨の連絡を受けました。これにより、連帯保証に係る引当金として計上していた金額を全額取り

崩し、242百万円の特別利益が発生することをお知らせいたします。 

 

３．当該事象の業績に与える影響 

当該債権放棄により発生する損失につきましては、平成20年12月期に債権の総額を貸倒引当金として特

別損失に計上しており、今回の債権放棄による特別損失の計上はございません。尚、本日現在までに返済

を受けた15百万円及び11月上旬に10百万円の返済を受けることで、貸倒引当金の戻入益として下記の特別

利益を計上する予定でおります。 

また、同社のリース契約の連帯保証の解除に伴い、債務保証損失引当金の戻入益として特別利益を下記

のとおり計上いたします。 

貸付金の一部返済に伴う平成 21 年 12 月期の特別利益見込金額         24 百万円 

リース契約の連帯保証の解除に伴う平成 21 年 12 月期の特別利益計上額    242 百万円 

 

以上 


